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議   第  ２８６  号   

平成２４年１２月 ４ 日提出   

 

熊本市障害者自立支援法施行条例の一部改正について 

 

 熊本市障害者自立支援法施行条例の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  幸 山 政 史   

 

熊本市障害者自立支援法施行条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市障害者自立支援法施行条例（平成１８年条例第１号）の一部を次のように改

正する。 

 

題名を次のように改める。 

熊本市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条

例 

 第１条中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律」に改める。 

 第９条中「第６条」を「第８条」に改め、同条を第１１条とする。 

第８条を第１０条とし、第５条から第７条までを２条ずつ繰り下げ、第４条の次に

次の２条を加える。 

 （指定障害福祉サービス事業者の指定等に係る申請者の要件） 

第５条 法第３６条第３項第１号（法第３７条第２項及び法第４１条第４項において

準用する場合を含む。）の条例で定める者は、法人とする。ただし、療養介護に係る

指定又は短期入所（病院又は診療所により行われるものに限る。）に係る指定の申請

については、この限りでない。 

（指定障害者支援施設の指定等に係る申請者の要件） 

第６条 法第３８条第３項（法第３９条第２項及び法第４１条第４項において準用す

る場合を含む。）において準用する法第３６条第３項第１号の条例で定める者は、法
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人とする。 

 

   附 則 

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

 （提出理由） 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律（平成２３年法律第１０５号）及び地域社会における共生の実現に向

けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律（平成 

２４年法律第５１号）の施行による障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）

の一部改正等に伴い、指定障害福祉サービス事業者の指定に関する基準を定める等

のため、所要の改正を行う必要がある。 

  これが、この条例案を提出する理由である。 

 


